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大規模地震に備えた市営住宅入居者の安全確保事業に係る移転支援業務委託仕様書 

令和２年３月 

京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課 
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第１章 業務概要等 

１ 業務の名称 

大規模地震に備えた市営住宅入居者の安全確保事業に係る移転支援業務委託 

２ 業務の概要 

本市の市営住宅については，「京都市市営住宅ストック総合活用計画」に基づき，耐震改修工事等

を実施し，地震に対する安全性の確保に取り組んでいる。しかしながら，現在でも，約２，８００世帯

の方が，耐震性能が十分でない住棟にお住まいの状況である。

このため，引き続き耐震改修等を進めていくとともに，令和元年度から，市営住宅のうち，特に耐

震性能が十分でない住戸にお住まいの世帯を対象に，現行の耐震基準を満足している住戸へ住替えて

いただくことで，早期に市営住宅入居者の安全を確保しようとする事業（大規模地震に備えた市営住

宅入居者の安全確保事業）を実施している。

令和２年度については，令和元年度に引き続き，本事業による住替え対象住宅入居者，約６５０世

帯に対する戸別訪問による丁寧な事業説明，希望者の募集及び応募者多数の場合における抽選会の実

施により，５５世帯の移転者を決定した後，速やかな移転支援を行うことを予定している。

本業務は，本事業による住替え対象住宅入居者に対する丁寧な説明，説明会資料の作成や会場設営

等のほか，移転希望者や決定した移転者に対する必要書類の配布，受付に係る支援等の業務である。

また，移転段階においては，市営住宅における各種提出書類等の手続きも多いことから，移転者に

対し分かりやすく丁寧に説明を行うとともに，移転期日までに，新たな市営住宅に円滑に移転ができ

るよう支援を行う。

３ 委託業務の履行期間 

 契約の日の翌日から令和３年３月３１日まで 

４ 委託料の支払い条件 

  委託料は，受託者からの請求に基づき，概算で複数回に分けて支払う。

  なお，委託料のうち，移転料，移転協力金及び残置物の処理費用については，業務完了後に一括で

清算を行う。
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第２章 業務の内容 

１ 業務の内容 

業務内容の詳細は，「別紙」のとおりである。 

２ 業務の進め方 

 統括責任者を必ず１名配置し，常に市と連絡できる体制を取ること。

 統括責任者は，この契約の履行に関し，業務に常勤しその運営，取締りを行うこと。 

 統括責任者は，業務の履行に先立ち，本市担当者（以下「監督員」という。）と協議を行い，本業

務の内容を十分に理解すること。 

 市営住宅入居者の訪問に関しては，間違い・誤認を避けるために必ず複数名で訪問すること。 

また，訪問した場合は，速やかに書面（打合せ記録簿等）に記録し，本市担当者に提出するもの

とする。 

 移転者が記入する書類は，非常に種類が多く，訪問時には，移転者に説明するだけではなく，移

転者が希望すれば，代筆などの支援を行うこと。 

 市内固定専用電話を設置し，移転希望者からの問い合わせ等に答えられるようにすること。 

（時間帯９：００～１７：００ 土日祝除く。） 

   ※携帯電話番号への転送を設定することは，可能とする。 

３ スケジュール（参考） 

   令和２年度 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

事業

内容 

    ※ スケジュールは，目安であり，事業の進捗状況により変更することがある。 

４ 業務計画書の作成 

 統括責任者は，業務の履行に先立つ監督員との協議に基づき，業務の方針，業務体制，業務工程等

を記載した業務計画書を作成のうえ，監督員の承認を得ることとする。 

なお，業務の履行途中において，業務計画書の内容を変更する必要が生じた場合は，監督員と協議

のうえ，速やかに変更し，監督員の承認を得ることとする。 

自治会説明

募集・抽選会

移転（契約締結・移転料支払）
移転確認

意向調査
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５ 業務の実施に関する留意事項 

業務実施に当たっては，次のことに留意すること。 

移転者の要望，苦情等への対応 

業務の実施に当たって移転者からの要望，苦情等を受けた場合は，迅速かつ誠実に対応し，その

結果を速やかに市に報告すること。具体例として，引っ越しに関することや残置物の処分，電気・

ガス・水道・ＮＨＫ等の公共料金の住所変更について，移転者に対し丁寧な対応を行うこと。 

なお，業務範囲外の場合は，速やかに監督員に報告し，対応について協議することとする。 

 想定外の事態への対応 

   想定外の事態の発生又は発生が予測される場合は，速やかに監督員に連絡し，監督員の指示によ

り対応すること。また，対応後には，遅滞なく監督員に報告すること。

   なお，緊急の場合は受託者の判断で適切に対応し，対応の結果を直ちに監督員に報告すること。 

 個人情報保護

移転者の個人情報の保護に万全を期すこと。

なお，住所，氏名，年齢，職業，学歴，所得，資格，家族構成など，個人に関する情報であって， 

特定の個人が識別され，又は識別され得るものが個人情報となる。 

 法令の遵守 

個人情報保護法，京都市市営住宅条例その他，諸法令を遵守すること。 

６ 業務の報告等

業務の履行に当たっては，監督員の求めに応じ，各業務の進捗状況等を書面等により報告し，監督員

に説明することとする。 

また，業務全体及び各業務の意図及び内容については，必要な事項や業務条件等について監督員に確

認することとする。 

なお，受託者が監督員に報告する主な内容は，以下のとおりである。

 各業務の進捗状況の報告 

 ア 各説明会等の参加者の状況 

 イ 各種申込書等の配布・回収状況 

 ウ 新住宅への移転状況（旧住戸からの引越し日） 

 エ 移転料（付加移転料は，写真必須）及び移転協力金の支払い状況（各住戸の支払日，支払金額

など） 

 オ 各住戸の残置物の状況（写真必須） 

 カ 所有者が不明な残置物及び不法投棄の状況（写真必須） 

 キ 上記のほか，監督員が必要と認める報告 

 業務報告書の提出 

 ア 各住戸の各種申込書等の回収結果など 

 イ 新住宅への移転者名簿の作成 

 ウ 各移転者に支払った（移転料及び移転協力金）費用の内訳一覧 

 エ 所有者が不明の残置物等の処理費用 

 オ 上記のほか，監督員が必要と認める報告書 
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７ 移転料，移転協力金及び残置物等の処理費用 

  本業務の費用のうち，移転料，移転協力金及び所有者不明の残置物等の処理費等の費用については，

委託料に含まれている。

  なお，これら費用は，移転者数，各住戸の移転料に付加される物品の個数及び所有者不明の残置物

等の量などにより，費用が変動するため，費用の金額が確定してから，支払った委託料の金額内で実費

を精算することになる。 

ただし，移転料，移転協力金及び所有者不明の残置物等の処理費等を支払う際に生じる諸経費（銀行

の振込手数料等）は，受託者負担となる。

 ※ これら費用が増加し，支払った委託料の金額を超える見込みがある場合には，監督員と協議する

こと。

８ 完了検査 

 検査日時及び検査場所は，受託者からの完了報告書提出後に本市担当者（検査員）が決定する。 

 受託者は，検査日時までに，あらかじめ成果物（移転状況等が把握できる名簿），その他検査に必

要な資料を準備し，監督員に提出しておかなければならない。

 検査員は，受託者立会いのうえ，次に掲げる検査を行う。

  ア 成果物の検査（成果物については，写真等により検査を行う。）

  イ 業務履行状況の検査（業務の状況について，打合せ記録等により検査を行う。）

 受託者は，検査に合格しなかった場合は，直ちに是正措置を講ずること。

なお，是正措置の期限及び是正完了の検査については，検査員の指示に従う。

９ その他 

 受託者（協力事務所を含め，本業務に従事した全てのものを含む。）は，本業務を通して知り得た

情報を，第三者へ漏洩してはならない。本業務委託契約が終了した後についても同様とする。

 業務終了後，報告書に誤りがある場合は，直ちに訂正するものとする。

 本業務を他の者に再委託することは禁止します。ただし，業務の一部の再委託については，監督

員が認めた場合は，この限りではない。

 その他，疑義のあることについては，監督員と協議を行うものとする。

＜参考＞用語の定義 

 市 営 住 宅：本市が指定する「京都市市営住宅条例第１条に規定する市営住宅」をいう。

 公 営 住 宅：公営住宅法により建設された市営住宅 

 改 良 住 宅：住宅地区改良法により建設された市営住宅 

 住替えあっせん対象住宅：「特に耐震性能が十分でなく，本業務において住替えあっせんを実施す

る住宅」をいう。 

 住替え先住宅：「現行の耐震基準を満足している，本事業において住替え先としてあっせんする住

宅」をいう。

 移転者：「市営住宅入居者のうち，大規模地震に備えた市営住宅入居者の安全確保事業により，現

住宅から新住宅に移転する者」をいう。  

 移転料：移転に必要な経費として移転者に支払う「本市が定める移転に要する費用」をいう。 
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 移転協力金：「移転に伴い，移転者に支払う協力金」をいう。 

 残置物等：「現住宅において，入居者が移転後に住戸内に存置した処分が必要なもの」，「住戸に付

随して設置されている倉庫内や処分が必要なもの」等をいう。 

 移転期日：新住宅へ移転しなければならない期限日で「市が定める日」をいう。 
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別紙

大規模地震に備えた市営住宅入居者の安全確保事業に係る移転支援業務

 令和２年度は，大規模地震に備えた市営住宅入居者の安全確保事業２年目であり，住替えあっせん対

象住宅へお住まいの入居者に対する事業説明のほか，募集案内の配布，相談会及び内覧会，抽選会の開

催等の移転者を決定する手続きに加え，移転者決定後の移転補償料の支払い，退去確認・残置物指導，

所有者不明の残置物処理等の業務を予定している。本業務は，それらに対する支援業務であり，主な業

務想定は以下のとおりとなる。

１ 事業説明会の開催支援

  住替えあっせん対象団地（令和２年度は，５団地）の自治会に対し，事業説明会の開催に係る支援

業務である。

  事業説明会は，各団地１回（計５回）開催することとするが，開催方法については監督員と協議を

行うものとする。

＜主な業務内容＞

・ 自治会説明，協議記録の作成，本市への報告（５回）

・ 説明資料の印刷（５回）

・ 説明会，協議記録の作成（５回）

 ※業務主旨の説明：京都市，業務内容・手続の説明：受託者を想定

＜事業説明会等の想定資料＞

書類名称 様式 実施時期 内容 手法 

事業説明会

説明資料

京都市

作成

事業説明会

開催時

本事業についての事業説

明資料

事業説明会当日に配付し，参加者

に説明する。詳細は監督員と協

議。

２ 意向調査 

住替えあっせん対象住宅にお住まいの入居者に対し，意向調査を実施することを想定している。意

向調査は，意向調査票（仮称）に基づき，生活実態や住替えに対する意見等を調査する。意向調査の

結果については，受託業者にて取りまとめ，京都市へ報告すること。

＜主な業務内容＞

・ 住替えあっせん対象団地の入居者を戸別訪問し，意向調査を行う。

・ 訪問時の入居者との対応記録を作成
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＜意向調査の想定資料＞

書類名称 様式 実施時期 内容 手法 

意向調査票

（仮称）

京都市

作成

本市が指定

する時期

生活実態や住替えに対す

る意見等

意向調査票（仮称）により実施す

る。また，未回答者等に対して戸

別訪問を行う。

３ 募集案内の送付支援 

  住替えあっせん対象住宅にお住まいの入居者（６５０世帯）に対し，住替えに係る募集案内を配布

する際の支援業務である。

＜主な業務内容＞

・ 募集案内の作成，印刷，配布（６５０世帯分）

＜募集案内の想定資料＞

書類名称 様式 実施時期 内容 手法 

募集案内資

料

京都市

作成

事業説明会

開催前及び

開催後

応募に必要な手続きを記

載した資料 

移転申込書も含む

事業説明会開催時及び説明会終

了後に全戸配布する。

４ 住替え相談会及び内覧会の開催支援 

  住替え対象団地で開催を予定している住替え先住戸の相談会及び内覧会の開催に係る支援業務であ

る。相談会及び内覧会は住替え先住宅がある団地ごとに計５回，１箇所につき，７日間を想定してい

る。

  ただし，対象団地の申込状況により，追加募集を実施する場合がある。その場合は，相談会及び内

覧会を再度，同規模で実施する。

  なお，監督員と協議のうえ，内覧会を開催せず，事業目的の達成が可能であると判断できる場合等

は，変更する場合がある。

＜主な業務内容＞

・ 相談会及び内覧会の案内ビラ印刷，配布（６５０世帯分）

・ 相談会及び内覧会の受付（５回×７日）

・ 相談会及び内覧会の立会（５回×７日）

・ 相談会及び内覧会出席者等の取りまとめ，本市への報告（５回）

＜内覧会の想定資料＞

書類名称 様式 実施時期 内容 手法 

内覧会案内

ビラ

京都市 

作成 
相談会及び

内覧会 

開催前

相談会及び内覧会開催の

お知らせビラ

相談会及び内覧会の開催前に，対

象世帯全戸に配布する。
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５ 住替え相談会での申込受付支援 

  相談会において住替え希望者に対し，申込書を配布したうえで，受付を行う。加えて，申込書の記

載内容に不備や誤りがないか確認することに係る支援業務である。相談会期間中は，複数名の配置を

行うこと。

  なお，受付については，高齢者等に配慮した方法で行うこと。

＜主な業務内容＞

・ 申込書の配布及び記入方法の説明（１５０世帯分）

・ 申込書の受付（１５０世帯分）

・ 申込書の記載内容の確認及び訂正指導（１５０世帯）

６ 抽選会の開催支援 

  住替え希望者が，住替え先住戸として整備した戸数（５５戸）を超える場合，抽選により移転者を

決定することとなるが，この移転者決定に係る抽選会の開催に係る支援業務である。

  なお，抽選会は，住替え先の団地ごとに開催することを想定していることから，計５回の開催を想

定している。

＜主な業務内容＞

・ 抽選会会場の確保，会場設営（５回）

・ 抽選会案内ビラ印刷，配布（１５０世帯分）

・ 抽選会での立会（５回）

・ 抽選会結果の取りまとめ，本市への報告（５回）

＜抽選会の想定資料＞

書類名称 様式 実施時期 内容 手法 

抽選会案内

ビラ

京都市 

作成 
抽選会 

開催前

抽選対象となった住替え

希望者に対する抽選会開

催のお知らせビラ

申込者多数となった場合に，抽選

対象となったことを連絡するとと

もに，抽選会の開催前に，抽選対

象世帯全戸に配布する。

７ 移転者に対する書類配布，受理等支援 

  決定した移転者に対し，住替えに際し必要な書類を配布するとともに，記入方法の指導，受付を行

う際の支援業務である。

  また，業務の実施に当たって移転者からの要望，苦情等を受けた場合は，迅速かつ誠実に対応する

こと。具体例として，引っ越しに関することや不要物の処分，電気・ガス・水道・ＮＨＫ等の公共料

金の住所変更であり，対応結果を市に対し報告すること。 

  家電４品目（テレビ，エアコン，冷蔵庫，洗濯機）については，家電リサイクル法に基づき処理す

るよう指導すること。 

  なお，移転者に対しては，各戸訪問により住替え資料を配布，記入方法の指導を行い，移転者が記

入後，取りに伺うことを想定している。
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＜主な業務内容＞

・ 移転者各戸への訪問，住替え書類の配布，説明，記入方法指導（５５戸）

・ 移転者からの記入方法等に対する問い合わせ対応（５５戸）

・ 移転者記入後の受取（各戸訪問による受取）（５５戸）

・ 記入内容等の確認（５５戸）

＜入居申込書関係書類＞

書類名称 様式 内容 手順 

市営住宅 

入居申込書 
様式１ 

移転に伴う入居申込書類で，移転

者の世帯構成等を確認する書類 

（京都市長宛 または 

京都市住宅供給公社理事長宛）

①移転者に訪問により配付 

②移転者が記入した書類を，受け取り，記載

内容を確認のうえ，速やかに市に提出 

③申込書に記載された世帯に，市が把握する

者が含まれていない場合，また，把握して

いない者が含まれている場合は，市と協議

のうえ，必要な手続きしてもらう。 
移転申請書 様式２ 

移転に伴う入居申込書類で，移転

者の世帯構成等を確認する書類 

（京都市長宛） 

緊急連絡先 様式３

市営住宅への入居の際に必要な緊

急連絡先に関する書類 

①移転者に，入居申込書とともに配付 

②移転者が緊急連絡者に関する書類を記入 

③記載内容を確認のうえ，速やかに市に提出

市営住宅 

入居誓約書 

（2枚） 
様式４ 

市営住宅への入居に当たって，法

令等を遵守する旨を誓約する書類

①移転者に，入居申込書とともに配付 

②移転者が記入・捺印した誓約書を回収（市

保管分１枚・移転者保管分１枚） 

③記載内容を確認のうえ，市保管分１枚を，

速やかに市に提出 

市営住宅 

明渡届 
様式５ 現住戸を明け渡す書類 

①移転者に，入居申込書とともに配付 

明渡届出書

（駐車場用）
様式６ 

現住宅の駐車場を明け渡す旨を記

載した届出書 

①駐車場を利用している移転者に入居申込

書とともに配布 

②移転者が記入・押印した届出書を回収 

③記載内容を確認のうえ，速やかに市に提出

承認申込書

（駐車場用）
様式７ 

新住宅の駐車場を使用する旨を記

載した申込書 

①駐車場を利用している移転者に入居申込

書とともに配布 

②移転者が記入・押印した届出書を回収 

③記載内容を確認のうえ，速やかに市に提出

 ※ 上記書類については，市から受け取った書類を使用してください。 

 ※ 別に市が指定する入居手続きに関する書類（住民票，収入に関する書類等）についても，移転者

から受け取ってください。 

８ 移転補償料の算定及び支払支援（協力金の支払い除く（協力金の支払いは９）） 

  移転者に対してお支払する移転補償料の算定及び支払に係る支援業務である。移転者の現住戸を訪

問し，電話，エアコン等の設置状況の調査による付加移転料の算定に加え，移転者引越前に再度移転

者の現住戸を訪問し，基本移転料，付加移転料を支払うことを想定している。



11 

＜主な業務内容＞

・ 移転者の現住戸を訪問し，電話，エアコン等の設置状況を調査（５５戸）

・ 上記調査を基にした付加移転料の算定，決定，移転者への連絡（５５戸）

・ 移転者引越前の移転者現住戸訪問による基本移転料，付加移転料に係る振込用紙への記入指導，

本市への報告（５５戸）

＜移転補償料等支払の説明時に配布する書類＞ 

書類名称 様式 内容 手順

移転に関す

る契約書 
様式８ 

新住所への移転の同意書。移転

期限，移転費用の負担等を決め

る。 

①移転者に基本移転料，付加移転料等の説明

時に配布し押印をもらう。 

②移転者が記入・押印した書類を受け取り，

書類の内容を確認し，市に提出。 

移転料等請

求書 
洋式９ 

移転料を請求する書類 受託者作成の請求書を移転者に渡し，必要事

項記入後に受け取る。 

９ 鍵渡し支援 

  移転者に対し，住替え先住戸の鍵をお渡しする際の支援業務です。鍵渡しは，移転者の住戸を訪問

し，お渡しすることを想定している。

＜主な業務内容＞

・ 各戸訪問による鍵渡し（５５戸）

・ 移転者から受領書の受取，本市への報告（５５戸）

＜鍵渡し時に配布する書類＞ 

書類名称 様式 内容 手順

鍵受領書 様式１０ 
鍵を渡したことを移転者と市

が確認する書類 

移転者が鍵渡し時に記入し，受託者が回収

後，市に提出

市営住宅家

賃口座振替 

依頼書 

様式１１ 

移転先の家賃の口座振替の依

頼書 

①移転者に入居承認書とともに配付 

②移転者による記入後，移転前に受け取る。

③受託者は内容を確認のうえ，提出する。 

10 退去確認，残置物指導及び協力金支払支援 

  移転者引越後に，住替え前の住戸を訪問し，退去及び残置物の確認を行ったうえで，残置物等があ

った場合は，移転者に対し残置物処分の指導を行うことに係る支援業務である。

  加えて，退去及び残置物がないことが確認できた後，移転者の住替え先住戸を訪問し，協力金の支

払を行うことに係る支援業務である。

＜主な業務内容＞

・ 移転者引越後における住替え前住戸の退去，残置物確認（５５戸）

・ 残置物がある場合の移転者に対する残置物処理の指導（５５戸）

・ 退去，残置物処理確認後の住替え先住戸訪問による協力金に係る振込用紙への記入指導，本市へ

の報告（５５戸）
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＜移転補償料等支払の説明時に配布する書類＞ 

書類名称 様式 内容 手順

協力金 

請求書 
洋式１２ 

協力金を請求する書類 受託者作成の請求書を移転者に渡し，必要事

項記入後に受け取る。 

移転完了届 様式１３ 

移転が完了したことを市に届

ける書類 
移転完了後に，移転者が記入・捺印した書類

を受託者が受け取り，内容確認のうえ，京都

市に提出 

11 所有者不明の残置物等処理支援，その他業務

  所有者不明の残置物等がある場合の処理に係る支援業務，その他移転者からの問い合わせ，苦情対

応等に係る支援業務である。

＜主な業務内容＞

・ 所有者不明の残置物等の確認

・ 所有者不明の残置物等の処分業者手配及び処分費の支払

・ 移転者からの住替え先住戸整備に関する不具合等の問い合わせ，苦情等に対する住替え先住戸訪

問による不具合確認，不具合是正に係る工事関係部署への連絡調整



様式１



第１号様式（第３条関係）

移  転  申  請  書

年  月  日

（あて先）京 都 市 長

               申請者（入居者）

               住 所

               氏 名（記名押印又は署名）

                 （電話番号     －      ）

京都市市営住宅入居者の安全確保に係る住替えあっせん制度に基づき，下記のとおり移

転をしたいので，申請します。

記

住替え先住宅 市営住宅    号棟    号室

氏   名 続 柄 生 年 月 日

入

居

世

帯

員

の

状

況

入 居 者 本 人

同 居 者

※ 添付書類：世帯全員の住民票

  注１ 該当する□には， 印を記入してください。

   ２ 入居世帯員の状況欄は，市営住宅に入居している場合に記入してください。

以下の欄は，記入不要です。

移 転 先

入居指定日又は使用指定日     年  月  日

様式２



様式３



様式４





様式５



第１１号様式（第１３条関係） 

個人用 

明 渡 届 出 書 

 （あて先）京都市長 届出年月日 年   月   日

 届

 出

 者

 住 

 所 

  京都市     区 

市営住宅    棟     号

                        （電話   －    ）

 ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名

(記名押印又は署名)                           印 

生 年 月 日          年    月    日 

 京都市市営住宅駐車場管理要綱第１３条第１項の規定により駐車場の明け渡しについて

届け出ます。 

明け渡す駐車場の名称     （          ）市営住宅駐車場

明け渡す駐車場の区画番号 第 － 号

明 け 渡 す 理 由  □住宅退去 

 □その他（                      ）

明 け 渡 し の 日 年 月 日

 私は，上記の明渡しの日までに，上記の駐車場を明け渡します。 

 つきましては，次の事項について，誓約します。 

 １ 明渡しの日までに自動車を撤去すること 

 ２ 明渡しの日までに駐車場使用承認証を返還すること 

 ３ 明渡しの日までに使用料を完納すること 

 ４ 駐車場の施設又は付属施設に損害を与えているときは，明け渡しの日までに原状に 

  回復するか，又はその損害を賠償すること 

注１ 該当する□には，レ印を記入してください。

２ 明渡しの日の１０日前までに，この明渡届出書を提出してください。

様式６



第１号様式（第４条関係）                          個人用 

承 認 申 込 書 

（あて先）京都市長 申 込 年 月 日 年   月   日

 申

 込

者

 住

 所

  京都市     区 

市営住宅    棟     号

                         （電話   －    ）

 ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名

(記名押印又は署名)                           印 

生 年 月 日        年    月    日 

 京都市市営住宅駐車場管理要綱第４条の規定により駐車場の使用の承認を申し込みます。

 なお，承認を受けた場合は，京都市市営住宅条例，同施行規則及び京都市市営住宅駐車 

場管理要綱の許可条件を遵守することを誓約します。 

使 用 し よ う と す る 

駐 車 場 の 名 称 （          ）市営住宅駐車場

使用しようとする期間
     年  月  日から使用開始日の属する年度（４月１

日から翌年３月３１日までをいう。）の末日まで

駐車させようとする 

車両の車種･塗色･大きさ

     車種：             色： 

長さ              メートル 

幅               メートル 

高さ              メートル 

駐車させようとする車両の軽･普通の別及び

自動車登録番号又は車両番号(ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ)

 □軽自動車 自動車登録番号又は車両番号(ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ) ： 

 □普通 

自動車検査証に登録された

所有者又は使用者 

（予定者を含む。）の氏名

注１ 該当する□には，レ印を記入してください。

２ 申込者は自動車検査証の写しを添付してください。

様式７



第２号様式（第９条関係）

移 転 に 関 す る 契 約 書

 京都市（以下「甲」という。）と            （以下「乙」という。）とは，京都市

市営住宅入居者の安全確保に係る住替えあっせん制度に基づく移転に関し，次のとおり契約を締

結する。

（住宅等の明渡し）

第１条 乙は，平成  年  月  日までに，次の市営住宅を明け渡すものとする。

名称及び住宅番号

（移転）

第２条 乙は，平成  年  月  日までに，次の住宅に移転するものとする。

住 宅 の 所 在 地

２ 乙は，前項に規定する移転を完了したときは，文書により速やかに甲に届け出るものとする。

（移転料）

第３条 甲は，乙の請求により，移転料として，金         円を支払うものとする。

（協力金）

第４条 甲は，第２条第２項の規定に基づき，乙の移転が完了したことを確認した後，乙の請求に

より，協力金として，金         円を支払うものとする。

 この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各自１通を保有する。

      平成  年   月   日

         甲  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地

            京都市

            代表者  京都市長  門川 大作     □印

         甲の代理人

            住 所

            氏 名                   

         乙  住 所 

            氏 名                   

様式８



（移転に関する契約書に添付する帳票）

記

移 転 補 償

表  示 

被補償者 

補償金額 ￥

内 訳 明 細 書

名     称 種    類 員 数 単   価 金    額

移 転 料   式

電 話 移 設 料   台

クーラー移設料

セパレート型   台

そ の 他   台

湯 沸 器 移 設 料   台

ピ ア ノ 移 設 料   台

協 力 金

計

備

考

内移転料（付加移転料を含む。）

￥



請 求 書

十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一 

金額 円 

ただし，京都市市営住宅入居者の安全確保に係る住替えあっせん制度に基づく移転

に関し，令和  年  月  日付で締結した移転に関する契約書第３条の規定によ

り移転料として上記金額を請求します。

令和  年  月   日 

（あて先）

京都市長

住 所 

氏 名                 

金融機関名        銀行・信用金庫／      支店 

種目 普通（総合）・当座・貯蓄   口座番号           

口座名義（フリガナ）

口座名義（漢字等） 

様式９



鍵 受 領 書 

京 都 市 長 様 

下記のとおり鍵を受領いたしました。 

記 

受 領 日 平成     年     月     日

鍵の場所（棟号） 市営住宅     棟     号

現在住む団地 棟 号 

もしくは 

現 住 所 

名 義 人 氏 名                      印 

様式１０



様式１１



請 求 書

十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一 

金額 円 

ただし，京都市市営住宅入居者の安全確保に係る住替えあっせん制度に基づく移転

に関し，令和  年  月  日付で締結した移転に関する契約書第４条の規定によ

り，協力金として上記金額を請求します。

令和  年  月  日 

（あて先）

京都市長

住 所 

氏 名                 

金融機関名        銀行・信用金庫／      支店 

種目 普通（総合）・当座・貯蓄   口座番号           

口座名義（フリガナ）

口座名義（漢字等） 

様式１２



第２号様式（第１２条関係） 

移  転  完  了  届

年  月  日

（あて先）京 都 市 長

住所

氏名（記名押印又は署名）

 京都市市営住宅入居者の安全確保に係る住替えあっせん制度に基づき，住居の移転

を完了しましたので，下記のとおり届け出ます。

記

１ 移 転 し た 年 月 日         年  月  日

２ 移転前の市営住宅        市営住宅 第   棟    号

３ 移転後の市営住宅 市営住宅 第   棟    号

確

認

欄

課 長 課長補佐・係長 係 員

様式１３


